
 
 

 

 

 

 

 「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献

として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一

層充実されることを目的とした制度です。 

 「消防団協力事業所」として認められた事業所のイメージアップと税の軽減措置

のメリットが得られます。 

 

 

 【交付基準】  下記２つ以上に適合し、消防関係法令を順守していること！ 
⑴ 磐田市消防団員として２年以上在籍している従業員等が１人以上勤務している。 

⑵ 従業員等が災害出動等の消防団活動を行うことに対し、勤務条件及びその他の処遇面で、  

 扱いが不利にならないように配慮している。 

⑶ 災害時等に消防団へ資機材等の提供等の協力をしている。 

⑷ その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。 

 

 【申請方法】 随時受け付けています！ 認定に手数料等はかかりません！ 
 下記必要書類を磐田市消防本部警防課消防団グループ（磐田市役所福田支所３階）まで提出して

ください。 

⑴ 消防団協力事業所表示証交付申請書（様式第１号） 

⑵ 会社案内・パンフレット等 

⑶ 交付基準の項目の協力内容が具体的にわかる書類等 

⑷ その他必要に応じ審査に必要な資料 
                                    制度の詳細及び「 様式 」はこちら 

【さらに県の制度を利用することで事業税が軽減！】  

事業税２分の１相当を控除（控除限度額１００万円） 
 以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人（資本金若しくは出資金の額が 1 億円以下の法人

又は出資金の額が 1 億円を超える特別法人に限ります。）又は個人となります。 

⑴ 県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」

 の認定を受けていること。 

⑵ 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が１人以上いること。 

  ※出資金の額が 1 億円を超える特別法人にあっては３人以上 

⑶ 消防団活動に配慮した規程(就業規則等)を整備していること。 
 

                                                  詳細はこちら（県ホームページ） 
●申請方法等の詳細●                        

 静岡県ホームページ「消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について」を 

ご覧ください。（https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/shobo/shobohonbu/1040351/1030273.html） 

 
お問い合せ先 磐田市消防本部警防課消防団グループ 電話 0538-59-1716 磐田市福田 400 番地（福田支所３階） 

消防団協力事業所表示制度 
 

～消防団の応援よろしくお願いします～ 

https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/shobo/shobohonbu/1040351/1030273.html





